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	岬町住民生活支援金のお知らせ
	物価高騰から暮らしを応援します
	対象の皆さまへ　１人あたり【5,000円～10,000円】を支給します
	食料品価格等の急激な物価高騰に対して、町民の皆さまの生活を守るため、岬町では 住民生活支援金 を支給します。
	支給対象となる方（支給対象者）
	支給額
	支給・受給する方（申請・受給者）
	「確認書兼申請書」が届いた方
	その他
	　他市町村に住民等登録をしながら岬町に避難している方は、対象となる場合がありますのでご相談ください。また、DVなどで岬町に住民登録をしながら住所登録地以外に避難している方で、住民登録世帯以外への支給を希望される場合は、ご相談ください。

	ご注意ください（詐欺に注意）
	「申請書」が届いた方
	この支援金は、国の 「重点支援地方交付金」 を活用しています。



	Q＆A.1　
	こんなときは？にお答えします！
	Q1.オンライン申請はできますか？
	Q6.申請は誰でも可能ですか？
	Q2.申請に本人確認や口座情報の確認に係る書類の提出が必要ですか？
	Q3.受給する金融機関の口座は誰のものでも良いですか？
	Q4.1月1日～4月1日の間に一度町外へ転出し、期間内に再び町内に転入した場合はどうなりますか？
	Q7.1月1日以降に転入をしましたが支援の対象となりますか？
	Q8.4月1日以降に亡くなった方は支援の対象となりますか？
	Q5.支援金は税法上の所得に当たりますか？
	Q9.役場から送付された支給確認兼申請書に記載されている口座情報に変更や誤りがない場合は申請は不要ですか？
	Q10.マイナンバー（公金受取口座）を利用することはできますか？


	Q＆A.2 　
	Q11.支援金はいつ口座に振り込まれますか？
	Q14.1月1日以降に生まれた子は支援の対象となりますか？
	こんなときは？にお答えします！
	A11.申請後、審査を経て支払い手続きに進みます。（振り込みは申請から2週間から3週間後となります。）最も早いケースで9月下旬を想定しています。 　最も早いケースとは、 ①役場から送付した支給確認書兼申請書に記載されている口座情報に変更や誤りが無い場合（申請不要） ②役場から送付した支給確認書兼申請書に記載されている口座情報に変更や誤りのある方が11月8日（予定）までに、手続きを完了した場合 ③役場から送付された支給申請書に口座情報の記載の無い方が、11月8日（予定）までに、手続きを完了した場合
	A14.1月1日に生まれた子は対象となります。1月2日以降に生まれた子は対象となりません。
	Q15.申請しなかった場合はどうなりますか？
	A15.町が申請書等の送付や周知を行ったにもかかわらず、申請期限までに申請がない場合は、受給を辞退したものとみなされます。1

	Q16.不正受給があった場合はどうなりますか？
	Q12.4月1日以降に転出しましたが、支援の対象となりますか？
	A16.偽りその他不正の手段により受給した場合、町は 支給済みの支援金の返還を求めます。
	A12.4月1日以降に転出された方は、対象となります。（ただし、1月1日から継続して町民であることが要件となります。）3月31日以前に転出された方は、対象となりません。

	Q17.受給する権利を他人に譲ったり、担保にできますか？
	A17.できません。受給する権利は 譲渡・担保にすることは禁止されています。

	Q13.外国人は対象となりますか？
	A13.住民基本台帳に記載がある外国人で要件を満たす場合、対象となります。
	「岬町職員」を装った詐欺等にご注意ください！！




	　住民生活支援事業 　　　　　　【受給の流れ】
	最終申請期限 8月31日
	※6月に役場から支給確認書兼申請または支給申請書を発送しますので、 ご確認ください。
	令和8年1月1日～4月1日の間、継続して 岬町の住民基本台帳に記録されている。


	いいえ
	支援の対象になりません。

	はい
	支給確認書兼申請書または支給申請書に 口座情報の記載がある。

	いいえ
	はい
	口座情報を記入し、 ※必要書類を添付して、 申請書を返送
	口座情報に誤りや変更がある。

	いいえ
	はい
	口座情報を記入し、※必要書類を 添付して、申請書を返送
	手続きは不要です。
	※支給確認書兼申請書に口座情報の記載のある方で、6月30日までに口座変更の手続きや辞退されない場合は、自動的に支給します。


	6月30日　までに手続きを完了した場合、  7月30日（予定）に口座へ振り込みます。(第1回）
	※第2回振込は、8月28日を予定しています。（7月30日までに手続きを完了した場合）
	この支援金は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
	【お問い合わせ】  岬町役場 まちづくり戦略室（住民生活支援金担当）  電話：072-492-2775 （平日 9:00～17:30）

	岬町住民生活支援金のお知らせ
	物価高騰から暮らしを応援します
	申請期間（予定） 令和8年9月1日（火）～11月30日（月）
	支給額
	支給対象者（要件）
	次の条件に当てはまる方が対象です。  令和8年1月1日～令和8年4月1日（以下「基準日」という。）の間、継続して岬町の住民基本台帳に記録されている方

	手続方法/必要書類
	申請方法



